
国土交通省 九州地方整備局
筑後川河川事務所「平成29年度 第1回 矢部川圏域大規模氾濫に関する減災対策協議会」開催

開催概要
○ 日 時：平成２9年6月28日（水）
○ 会 場：柳川市消防本部 講堂

主な意見等

〇協議会の規約改正について
・水防法の一部改正(H29.6.19施行)により本協議会が法定化されることを説明
・福岡県より県管理河川(二級河川含む)を本協議会の対象とすることが提案され、了承されたため規約を改定

(事務局・関係機関の追加等)
〇事務局より下記事項について説明
・H28年度の各機関の「水防災啓発等に関する取組」について
・「水防法等の一部改正する法律」の概要について
・「緊急速報メールを活用した洪水予報の配信(H30年より)」の取り組みについて
〇柳川市より取組事例を紹介
〇気象台より「防災気象情報の改善」の概要について情報提供

○平成24年に矢部川の堤防が決壊した六合地区(柳川市)に矢部川防災ステー
ションが整備される計画が発表されたが、今後防災ステーションの工事
が進むにつれ、市民の防災意識も高まってくることを期待する。

議事内容

柳川市長

会議開催状況

みやま市長 大木町長
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